
２ 計画対象期間

令和元年（2019年）度に策定した小金井市一般廃棄物処理基本計画の後期計画期
間である令和8年（2026年）度から令和12年（2030年）度までの５年間を計画期
間とします。
なお、計画期間中であっても社会情勢の大きな変化、法制度の改正など計画の前提

となる諸条件に大きな変動があった場合などは、必要に応じて本計画の見直しを行う
ものとします。
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１ 一般廃棄物処理基本計画の位置づけ

「小金井市一般廃棄物処理基本計画」（以下「本計画」という。）は、廃棄物の処
理及び清掃に関する法律第6条第1項に基づき策定する計画です。長期的・総合的な
視点から一般廃棄物の処理に関する基本的な方向性や目標達成のための施策について
定めています。
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前期（R2～R7） 後期（R8～R12） 

循環型都市『ごみゼロタウン小金井』
～ごみを出さないライフスタイルへ～

小金井市一般廃棄物処理基本計画 概要版

小金井市基本構想・基本計画

小金井市環境基本計画

国、都の関連法制度など（一般廃棄物）

⚫ 環境基本法

⚫ 循環型社会形成推進基本法

⚫ 廃棄物処理法

⚫ 資源有効利用促進法

⚫ 個別リサイクル法

⚫ プラスチック資源循環法

⚫ 廃棄物処理基本方針

⚫ 環境基本計画

⚫ 循環型社会形成推進基本計画

⚫ 廃棄物処理施設整備計画

⚫ 東京都資源循環・廃棄物処理計画

小金井市一般廃棄物処理基本計画
※長期的・総合的な指針

実施計画

小金井市一般廃棄物処理計画
（単年度計画）

小金井市災害廃棄物処理計画
小金井市食品ロス削減推進計画



４ 目標の設定

３ 基本方針

目標値

【１人１日当たりの
ごみ排出量（集団回収を含む）】

令和12年度までに

５８４ｇ/人・日以下

基本理念及び基本方針の実現に向けて、以下に示す目標値の達成を目指します。

基本方針1
発生抑制を最優先とした

３Rの推進

基本方針2
各段階における

安全・安心・安定的な
体制確立の推進
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基本理念

循環型都市 『ごみゼロタウン小金井』

～ごみを出さないライフスタイルへ～

行政のみならず、市民、事業者が一体となるほか、
市民一人ひとりが自らのライフスタイルを見直し、３
Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）に取り組む
ことが求められます。

収集運搬、中間処理、最終処分の各段階において円
滑な廃棄物処理が行われること、廃棄物処理を支える
体制の確立が重要です。

小金井市（以下「本市」という。）では、平成18年（2006年）にごみ非常事態
を宣言し、平成19年（2007年）4月以降、可燃ごみの処理については、広域支援
により多摩地域の自治体及び一部事務組合にお願いしてまいりました。令和2年
（2020年）4月からは、日野市、国分寺市とともに設立した浅川清流環境組合可燃
ごみ処理施設において、共同処理を行っています。
不燃・粗大ごみ、資源物の処理については、令和４年（2022年）8月から不燃・

粗大ごみの積替え・保管施設である「小金井市野川クリーンセンター」、令和７年
（2025年）３月からはプラスチックごみ・ペットボトル・空き缶・びん等の資源物
処理施設である「メタウォーターサステナブルパークこがねい」が稼働し、市内にお
ける循環型社会形成に資する施設の再配置を完了しました。
このことをもって、本市のごみ処理行政が転換点を迎えたことから、今後、各施設

での適正処理の徹底を図るとともに、基本理念の実現に向け、「ごみの発生抑制」を
最優先とした更なるごみの減量及び資源化に向けた施策を展開してまいります。
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５ 計画の体系

本計画では、２つの基本方針に基づく11の計画項目を掲げ、更に各計画項目に取
組内容（施策）を定め、展開していきます。
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6 計画の推進体制及び進行管理

PDCAサイクルに基づき、Plan（計画・施策の立案、目標の設定）、Do（計画
に沿った施策の実施）、Check（市民、事業者、行政のそれぞれの取組状況、施策
の進捗状況、目標達成状況などについて３者の連携の中で点検・評価）、Action
（点検・評価に基づき必要に応じて、施策の改善を検討、目標達成に向けた計画の
見直し）を行っていきます。更に、関係法令の改正や社会状況の変化などに柔軟に
対応していきます。

7 生活排水処理基本計画

本市で発生する生活排水（し尿及び浄化槽汚泥）は、立川市、武蔵野市、小平市、
国分寺市、東大和市、武蔵村山市及び本市の7市で構成する一部事務組合（湖南衛
生組合）で共同処理しています。
本市では公共下水道の整備が完了していることから、仮設トイレを除いた全ての

生活排水について、下水道で処理することを目標とします。
また、災害時の対応としては、災害時における公衆衛生や環境保全を速やかに確

保するため、都及び近隣市町村や事業者などとの相互応援体制を整備し、迅速に、
し尿処理体制を確立していきます。
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